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地域別最低賃金が改定されます 
 

2025年度地域別最低賃金が改定されます。47都道府県で 63～82円の引上げ、改定額の全国加重

平均額は 1,121円（昨年度は 1,055円）で、全国加重平均額 66円の引上げは、1978年度に目安制

度が始まって以降で最高額となりました。なお、関西各府県の金額及び適用日は下記の通りです。 

詳細及び下記府県以外、産業別最低賃金については、各都道府県労働局ホームページをご参照く

ださい。 
 

府県名 地域別最低賃金額 適用予定日 

大阪府 １,１７７円（＋６３） １０月１６日 

兵庫県 １,１１６円（＋６４） １０月 ４日 

京都府 １,１２２円（＋６４） １１月２１日 

奈良県 １,０５１円（＋６５） １１月１６日 

滋賀県 １,０８０円（＋６３） １０月 ５日 

和歌山県 １,０４５円（＋６５） １１月 １日 

 

202５年 8月１日から雇用保険の基本手当日額等が変更になります 
 

 

雇用保険の失業給付（基本手当）額を算定するための基礎となる賃金日額等が、2025 年 8 月 1 日

から変更されます。主な変更点は以下の通りです。 
 

年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額 

離職時の年齢 
賃金日額の上限額（円） 基本手当日額の上限額（円） 

変更前 変更後 変更前 変更後(前年度増減) 

29歳以下 14,130 14,510 7,065 7,255（+190） 

30～44歳 15,690 16,110 7,845 8,055（+210） 

45～59歳 17,270 17,740 8,635 8,870（+235） 

60～64歳 16,490 16,940 7,420 7,623（+203） 
 

【例】29歳で賃金日額が 17,000円の人は、上限額（14,510円）が適用されますので、2025年 

8月 1日以降分の基本手当日額（1日当たりの支給額）は、7,255円となります。 
 

賃金日額・基本手当日額の下限額 

年齢 
賃金日額の下限額（円） 基本手当日額の下限額（円） 

変更前 変更後 変更前 変更後(前年度増減) 

全年齢 2,869 3,014 2,295 2,411（＋116） 
 

◆ 基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく 2,411円になります。 
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2025年 8月１日から雇用継続給付の支給限度額等が変更になります 
 

2025年 8月 1日から高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業等給付の支給限度額等が

変更になります。受給者への給付額が変わる場合がありますのでご注意ください。 

 
① 高年齢雇用継続給付（2025年 8月 1日以後の支給対象期間から変更） 

 

・支給限度額 ３７６，７５０円 → ３８６，９２２円 

・最低限度額   ２，２９５円 →   ２，４１１円 

・60歳到達時等の賃金月額 

上限額 ４９４，７００円 → ５０８，２００円 

下限額  ８６，０７０円 →  ９０，４２０円 
 

② 介護休業給付 

・支給限度額 上限額 ３４７，１２７円 → ３５６，５７４円 
 

③ 出生時育児休業給付 

・支給限度額 上限額（支給率 67％） ２９４，３４４円 → ３０２，２２３円 
 

④ 育児休業給付 

・支給限度額 上限額（支給率 67％） ３１５，３６９円 → ３２３，８１１円 

上限額（支給率 50％） ２３５，３５０円 → ２４１，６５０円 

⑤ 出生後休業支援給付 

・支給限度額 上限額（支給率 13％）  ５７，１１１円 →  ５８，６４０円 
 

⑥ 育児時短就業給付（2025年 8月 1日以後の支給対象期間から変更） 

 ・支給限度額 ４５９，０００円 → ４７１，３９３円 

 ・最低限度額   ２，２９５円 →   ２，４１１円 

 
 

2025年 10月 1日以降、１９歳以上２３歳未満の方の 

被扶養者認定における年間収入要件が変わります 
 

令和 7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、

19 歳以上 23 歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたと

ころです。 

これを踏まえ、扶養認定を受ける方（被保険者の配偶者を除く。）が 19 歳以上 23 歳未満である場

合の年間収入要件の取り扱いが変わります。 
 

被扶養者認定における年間収入要件 
 

扶養認定日が 2025年 10月 1日以降で、扶養認定を受ける方が 19歳以上 23歳未満の場合（被保険

者の配偶者を除く。）は現行の「年間収入 130 万円未満」が「年間収入 150 万円未満」に変わりま

す。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。 
 

【年齢要件（19歳以上 23歳未満）の判定】 
 

年齢要件（19歳以上 23歳未満）は、扶養認定日が属する年の 12月 31日時点の年齢で判定します。

例えば、扶養認定を受ける方が 2025年 11 月に 19 歳の誕生日を迎える場合には、2025年（暦年）

における年間収入要件は 150万円未満となります。 
 

【留意事項】 

➢ 2025 年 10 月 1 日以降の届出で、2025 年 10 月 1日より前の期間について認定する場合、19歳

以上 23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は変更前の 130万円未満で判定されます。 

➢ 学生であることの要件は求めず、あくまでも年齢によって判断されます。 
➢ 配偶者は今回の変更対象に含まれません。 

➢ 年間収入が 150万未満かどうかは、従来と同様、今後 1年間の収入見込みにより判定されます。 


